
 

令和８年４月１日 

墨田区立錦糸中学校生活指導部 

令和８年度校則について（令和７年 4 月 1 日改正） 

冬
服 

＜ⅠⅡⅢ型共通＞ 

○標準服のブレザーを着用。下に白の Y シャツ、Y シャツ・体育着から目立たない肌着を

着用。 

○式典等では冬服として、ネクタイまたはリボンを着用。 

＜防寒着＞ 

○黒、紺で無地またはワンポイントの V ネックセーター（スクールセーター）を着用して

良い。 

○黒、紺、グレーのコートを着用して良い。スクールコート・P コートを推奨する。 

○マフラー・ネックウォーマー、スヌードを着用して良い。 

○無地の黒・紺のタイツを着用して良い。 

夏
服 

＜ⅠⅡⅢ型共通＞ 

○紺色の半袖ポロシャツ(指定)を着用。下にポロシャツ・体育着から目立たない肌着を着用。 

ポロシャツの第一ボタンは外して良い。 

年
間
通
し
て
の
服
装 

＜ⅠⅡⅢ型共通＞ 

○靴は黒・白・灰色を基調とした、ひもの運動靴とする。黒の革靴も可。ひもは黒・白・灰

色。くるぶしがかくれるハイカットは認めない。 

○ソックスは、黒、白、紺、グレーの無地またはワンポイントのものを着用。または、Ｋマ

ーク入りの紺ハイソックスを着用。 

＜Ⅰ型＞ 

○標準服の長ズボンを着用。 

○黒・茶の革ベルトを着用。 

＜Ⅱ型＞ 

○標準服のスカートを着用。 

○スカートの長さは膝が隠

れる長さ。 

＜Ⅲ型＞ 

○標準服のスラックスを着

用。 

○黒・茶の革ベルトを着用。 

カ

バ

ン 

○黒、紺色の縦型のリュック（指定ではない）を使用する。大きさは、A4 版のサイズが入

るもの。プライベートで使用するものとは別にすること。 

○カバンには生徒証サイズのキーホルダーを１つ付けて良い。 

○通学カバンに入らない荷物は、補助バック（指定ではない）に入れる。 

頭
髪 

・染色、脱色、パーマはしない。また、整髪料は使用しない。 

・特徴的で奇抜な髪型にはしない。 

・髪を結ぶゴムの色は黒、紺、茶の飾りのないもの、止めるピンは、黒、紺のアメリカピン

やパッチンピンとする。 

・髪を結ぶ場合は、1 つか 2 つ結びで、高さの出る結び方はしない。 

・眉毛は極端に剃ったり、抜いたりしない。 

・衛生面や見た目の印象を考え、以下の髪型を推奨する。 

<推奨する頭髪> 

・前髪が目にかかる場合は、ピンで止める。 

・特に学習中は前髪が目にかからないようにする。 

・体育など運動するときは、後ろ髪が肩にかかる長さの場合は結ぶ。 

・表情が見えるよう、顔に髪がかからないようにする。 
 
※ルールにないものであっても、学校生活に相応しくないと判断した場合は、直すよう指導

します。 

 


